様式第2号（第3条関係）
誓　約　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 　　月 　　日　
三島市教育委員会　あて
　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称・商号
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
三島市の学校給食用物資の納入業者として登録の決定を受けたときは、次の事項について遵守することを誓約します。
１　納入する物資は、食品衛生法、健康増進法及び食品表示法等に準拠するものであること。
２　納入する物資は、良質で安全なものであること。

３　納入する物資は、児童生徒のため、良心的な取引品であること。
４　納入する物資は、学校等の注文に応じた品物、品質、数量であること。
５　納入する物資は、消費期限（製造年月日）、品質保持期限、製造元、輸入元、販売元等を明確にし、その品質に責任のもてるものであること。
６　納入する物資は、原則として使用当日の別表1の時間帯に納入すること。ただし、乾物類缶詰等に関してはこの限りでないこと。
７　納入する物資は、衛生に配慮した包装、容器で納入できること。
８　納入した物資が不適格品や量目不足の場合は、返品、取り替え、補充が速やかにできること。
９　納入する物資を取扱う者は、心身ともに健康で、学校給食に理解があり、その取扱いが衛生的であること。（保菌検査の結果を教育委員会に提出すること。）
10　物資の納入時には調理員の検収を受けること。
11　価格改定の場合は、教育委員会及び納入学校に事前に連絡し、了解を得ること。
12　納入品について疑義のある場合は、教育委員会の指導の下、双方で協議すること。
13　食材（精肉類・豆腐類・魚介類）の微生物及び理化学検査の実施に努め、その結果を教育委員会へ提出すること。

14　各項の誓約事項に違反した行為により、登録業者の取消しを受けても、これに伴う損害は一斉請求を行わないこと。
別表１
　各学校・共同調理場の納入時間

	学校・共同調理場名
	時間帯

	東小学校
	８時から９時

	西小学校
	８時１０分から９時

	南小学校
	８時１０分から９時

	北小学校
	８時１０分から９時

	錦田小学校
	８時５分から９時

	徳倉小学校
	８時１０分から９時

	坂小学校
	８時から９時

	佐野小学校
	８時から９時

	中郷小学校
	８時１０分から９時

	沢地小学校
	８時５分から９時

	向山小学校
	８時１０分から９時

	北上小学校
	８時１０分から９時

	山田小学校
	８時から９時

	長伏小学校
	８時５分から９時

	錦田共同調理場
	７時から８時

	北共同調理場
	７時から８時

	中郷西共同調理場
	６時３０分から８時


